
元請工事があるか
NO

YES

元請工事の7割超までに
1,000億円に達した

元請工事の7割超までに
軽微な工事が１０件に達した

*2 元請7割分に記載した軽微な工事と
合わせた件数で判断
元請工事に軽微な工事が無い場合は、
下請工事のみで判断

全体の7割を超えた

主 な 未 成 工 事 を 記 載

全体の７割超までに
1,000億円に達した

元請工事7割部分に係る記載終了

元請工事が7割を超えた

NO

YES

NO

全体の７割超までに
軽微な工事が１０件に達した*2

YES

①元請工事に係る完成工事について、元請工事の完成工事高合計の７割を超えるところまで記載
②続けて、残りの元請工事と下請工事に係る完成工事について、全体の完成工事高合計の7割を超えるところまで記載
ただし、①②において、1,000億円又は軽微な工事の１０件を超える部分については記載を要しない

工事経歴書（第2号様式）の記載フロ－

全ての完成工事に係る記載終了

完 了

＊記載例１参照

＊記載例２参照

＊記載例３参照

別添

元請工事について請負代金の大きい順に記載

元請工事の残りの部分及び下請工事について請負代金の大きい順に記載*1

*1 元請工事が無い場合は、下請工事のみ記載

YES

YES
NO

NO
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様
式
第
二
号

（
第
二
条
、
第
十
三
条
の
二
、
第
十
三
条
の
三
、
第
十
九
条
の
八
関
係
）

（
建
設
工
事
の
種
類
）

工
事

 
（
　
税
込
　
・
　
税
抜
　
）

主
任
技
術
者

監
理
技
術
者 件

千
円

千
円

件
千
円

千
円

Ｋ ＬＧ Ｈ Ｉ ＪＣ Ｄ Ｅ ＦＡ Ｂ

注
文
者

工
　
事
　
名

元
請

又
は

下
請

の
別

J
V

の 別

〃

Ａ

北
海

道
開

発
〃

　
Ａ

邸
工

事

工
 
事

 
経

 
歴

 
書

と
び

・
土

工
・

コ
ン

ク
リ

ー
ト

東
京

都
千

代
田

区

愛
知

太
郎

〃
豊

橋
川

改
修

工
事

の
内

掘
削

工
事

Ｂ
邸

車
止

め
設

置
工

事

東
京

都
中

央
区

〃 〃

ﾚ ﾚ

名
古

屋
三

郎

〃
津

島
一

平
ﾚﾚ ﾚ ﾚﾚ

2
,
5
0
0

4
,
5
0
0

千
円

栄
ビ

ル
新

築
工

事
の

内
く

い
打

工
事

一
般

国
道

９
９

号
線

道
路

新
設

工
事

県
道

７
５

８
号

線
道

路
側

溝
工

事

〃 〃
1
,
7
0
0

1
,
8
0
0

千
円

〃
愛

知
太

郎

Ｄ
邸

新
築

工
事

の
内

基
礎

工
事

岡
崎

三
男

豊
川

ア
パ

ー
ト

改
築

工
事

の
内

足
場

仮
設

工
事

小
計

4
5
,
7
0
0

千
円

う
ち
　
元
請
工
事

5
0
,
0
0
0

合
計

5
2

6
5
,
0
0
0

う
ち
　
元
請
工
事

1
,
5
0
0

平
成
1
9

年
5

月

ﾚ

1
3

千
円

3
0
,
7
0
0

平
成

月

工
　
　
期

千
円

平
成
1
9

年
4

平
成
1
9

年
5

平
成
1
9

年
5

月

平
成
1
9

年
1
2

月月
平
成
1
9

年
4

平
成
1
9

年
3

月

平
成
1
9

年
9

月

平
成
1
9

年
1
1

月

平
成
1
9

年
1

月月
平
成
1
9

年
5

月

平
成
1
9

年
3

月

1
9

年
1

月

着
工

年
月

日
完

成
又

は
完

成
予

定
年

月

主
任
技
術
者
又
は
監
理
技
術
者
の

別
（
該
当
箇
所
に
ﾚ
印
を
記
載
）

氏
　
名

う
ち

、
　

・
P
C

　
・

法
面

処
理

　
・

鋼
橋

上
部

平
成

9
,
0
0
0

請
負
代
金
の
額

工
事

現
場

の
あ

る
都

道
府

県
及

び
市

区
町

村
名

千
円

平
成
1
9

千
円

配
置
技
術
者

千
円

千
円

千
円

千
円

月

年
1
0

月

平
成

年
1
9

北
陸

産
業

〃
丸

の
内

ビ
ル

新
築

工
事

の
内

外
構

工
事

元
請

関
東

建
設

四
国

道
路

〃
一

般
国

道
１

０
０

号
線

道
路

改
良

工
事

の
内

カ
ッ

タ
ー

工
事

東
北

土
木

〃

中
部

塗
装

〃 〃

中
国

建
築

半
田

五
郎

2
,
0
0
0

1
,
9
0
0

年
2

豊
田

一
郎

1
9

年
9

〃
千
円

平
成

ﾚ
千
円

1

月

平
成

平
成

千
円

千
円

千
円

1
2

1
8

千
円

年
千
円

月
年

月

平
成
1
9

2

東
京

一
郎

平
成

3
,
2
0
0

千
円

1
9

年
3

月

平
成

錦
住

宅
敷

地
盛

土
及

び
基

礎
工

事
一

宮
二

郎

千
円

千
円

〃

1
9

年
5

月

平
成

千
円

千
円

1
,
6
0
0

月
1
9

1
9

年
4

月

Ｃ
邸

玄
関

コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
事

千
円

千
円

岡
崎

三
男

ﾚ

千
円

平
成
1
9

月月

沖
縄

機
械

〃
1
,
0
0
0

平
成

豊
田

一
郎

1
9

年
1
2

年
月

年
4

1
9

〃
5

ﾚ
岡

崎
三

男
千
円

千
円

千
円

年

国
交

　
太

郎
下

請
8
,
0
0
0

月
東

京
都

新
宿

区
岡

崎
三

男
平
成

ﾚ

Ｍ

・
・
・
「
軽
微
な
工
事
」

ﾚ
県

道
１

２
３

号
線

道
路

側
溝

工
事

建
設

　
次

郎
〃

近
畿

組

東
京

都
足

立
区

九
州

工
業

〃

1
9

5
7
,
0
0
0

千
円

① 元 請 工 事 の 7 割 部 分 に 係 る

完 成 工 事

② 下 請 工 事 に 係 る

完 成 工 事

２
．
記
載
額
が
全
て
の
完
成
工
事
高
の
合
計
額
の
7
割
を
超
え
た
た
め
記
載
終
了

１
．
軽
微
な
工
事
に
つ
い
て
１
０
件
を
超
え
る
部
分
は
記
載
不
要

B
～
K
の
件
数
≦
１
０
件

ﾍ
ﾟｰ
ｼ
ﾞご
と
の
完
成
工
事
高
の
合
計
額
（
A
～
M
）

＊
記
載
例
１
工
事
経
歴
書
記
載
例

（
元
請
工
事
で
軽
微
な
工
事
が
1
0
件
に
達
し
た
場
合
）

全
て
の
完
成
工
事
高
の
合
計
額

元
請
工
事
に
係
る
完
成
工
事
高
の
合
計
額

ﾍ
ﾟｰ
ｼ
ﾞご
と
の
元
請
工
事
に
係
る

完
成
工
事
高
の
合
計
額
(A
～
K
）

個
人
の
氏
名
が
特
定
さ
れ
な
い
よ
う
、
例
え
ば

注
文
者
「
Ａ
」
と
記
載
し
、
工
事
名
「
Ａ
邸
〇
〇
工

事
」
等
と
記
載
。
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様
式
第
二
号

（
第
二
条
、
第
十
三
条
の
二
、
第
十
三
条
の
三
、
第
十
九
条
の
八
関
係
）

（
建
設
工
事
の
種
類
）

工
事

 
（
　
税
込
　
・
　
税
抜
　
）

主
任
技
術
者

監
理
技
術
者 件

千
円

千
円

件
千
円

千
円

Ｍ

・
・
・
「
軽
微
な
工
事
」

月
東

京
都

新
宿

区
岡

崎
三

男
平
成
1
9

5
年

1
,
5
0
0

ﾚ
県

道
１

２
３

号
線

道
路

側
溝

工
事

1
,
0
0
0

千
円

千
円

建
設

　
次

郎
〃

国
交

　
太

郎
〃

千
円

千
円

1
9

年
4

県
道

７
５

８
号

線
道

路
側

溝
工

事
〃

5
ﾚ

岡
崎

三
男

年
1
2

月月

年

沖
縄

機
械

下
請

1
,
6
0
0

1
9

平
成

豊
田

一
郎

千
円

平
成
1
9

月
九

州
工

業
元

請
Ｃ

邸
玄

関
コ

ン
ク

リ
ー

ト
工

事
千
円

千
円

岡
崎

三
男

4
月月

1
9

平
成

年
2

1
9

年
千
円

千
円

1
,
8
0
0

1
9

平
成

平
成

〃

8
,
0
0
0

年
5

月

一
宮

二
郎

千
円

千
円

1
9

年
3

月

東
京

一
郎

平
成

3
,
2
0
0

千
円

月
年

月

平
成
1
9

2

千
円

年
千
円

月

平
成

平
成

千
円

千
円

千
円

1
2

1
8

1
年

1
9

〃
千
円

平
成

ﾚ
千
円

豊
田

一
郎

1
9

年
9

半
田

五
郎

5
,
5
0
0

ﾚ

四
国

道
路

〃
一

般
国

道
１

０
０

号
線

道
路

改
良

工
事

の
内

カ
ッ

タ
ー

工
事

東
北

土
木

〃

中
部

塗
装

〃

近
畿

組
〃

中
国

建
築

北
陸

産
業

〃

Ａ
⁷
⁷

丸
の

内
ビ

ル
新

築
工

事
の

内
外

構
工

事

北
海

道
開

発
〃

 
Ａ

工
事

⁷
⁷
⁷
 
元

請

錦
住

宅
敷

地
盛

土
及

び
基

礎
工

事

千
円

千
円

千
円

千
円

月

年
1
0

月

請
負
代
金
の
額

工
事

現
場

の
あ

る
都

道
府

県
及

び
市

区
町

村
名

千
円

平
成
1
9

千
円

配
置
技
術
者

主
任
技
術
者
又
は
監
理
技
術
者
の

別
（
該
当
箇
所
に
ﾚ
印
を
記
載
）

氏
　
名

う
ち

、
　

・
P
C

　
・

法
面

処
理

　
・

鋼
橋

上
部

平
成

1
0
,
0
0
0

着
工

年
月

日
完

成
又

は
完

成
予

定
年

月

1
9

年
1

月

平
成
1
9

年
3

月 月 月
平
成
1
9

年
5

平
成
1
9

年
1

月

平
成
1
9

年
1
1

月

平
成
1
9

年
9

月

平
成
1
9

年
3

月 月
平
成
1
9

年
4

平
成
1
9

年
1
2

月

平
成
1
9

年
5

月

平
成
1
9

年
5

工
　
　
期

千
円

平
成
1
9

年
4

1
9
,
4
0
0

平
成

月

ﾚ

1
3

千
円

う
ち
　
元
請
工
事

1
,
7
0
0

平
成
1
9

年
5

月

小
計

4
5
,
2
0
0

千
円

う
ち
　
元
請
工
事

2
5
,
0
0
0

合
計

5
2

7
0
,
0
0
0

千
円

〃
愛

知
太

郎

Ｄ
邸

新
築

工
事

の
内

基
礎

工
事

岡
崎

三
男

豊
川

ア
パ

ー
ト

改
築

工
事

の
内

足
場

仮
設

工
事

1
,
9
0
0

2
,
5
0
0

2
,
0
0
0

栄
ビ

ル
新

築
工

事
の

内
く

い
打

工
事

一
般

国
道

９
９

号
線

道
路

新
設

工
事

〃 〃

ﾚ
東

京
都

足
立

区

4
,
5
0
0

千
円

ﾚ ﾚﾚ

〃
津

島
一

平
ﾚ

愛
知

太
郎

東
京

都
中

央
区

〃 〃

ﾚ ﾚ

名
古

屋
三

郎

ﾚ

関
東

建
設

下
請

豊
橋

川
改

修
工

事
の

内
掘

削
工

事

Ｂ
邸

車
止

め
設

置
工

事
〃

工
 
事

 
経

 
歴

 
書

と
び

・
土

工
・

コ
ン

ク
リ

ー
ト

Ａ Ｂ

注
文
者

工
　
事
　
名

元
請

又
は

下
請

の
別

J
V

の 別

東
京

都
千

代
田

区

Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｋ ＬＧ Ｈ Ｉ Ｊ

① 元 請 工 事 の 7 割 部

分 に 係 る 完 成 工 事 ② ① 以 外 の 元 請 工 事 及 び 下 請 工 事 に 係 る 完 成 工 事

２
．
軽
微
な
工
事
が
１
０
件
に
達
し
た
た
め
記
載
終
了

１
．
元
請
工
事
に
係
る
完
成
工
事
の
合
計
額
の
7
割
超
ま
で
記
載

B
・
C
＋
F
～
M
の
件
数
≦
１
０
件

ﾍ
ﾟｰ
ｼ
ﾞご
と
の
完
成
工
事
高
の
合
計
額
（
A
～
M
）

＊
記
載
例
２
工
事
経
歴
書
記
載
例

（
全
体
で
軽
微
な
工
事
が
1
0
件
に
達
し
た
場
合
）

全
て
の
完
成
工
事
高
の
合
計
額

元
請
工
事
に
係
る
完
成
工
事
高
の
合
計
額

ﾍ
ﾟｰ
ｼ
ﾞご
と
の
元
請
工
事
に
係
る

完
成
工
事
高
の
合
計
額
(A
～
C
＋
J
）

個
人
の
氏
名
が
特
定
さ
れ
な
い
よ
う
、
例
え
ば

注
文
者
「
Ａ
」
と
記
載
し
、
工
事
名
「
Ａ
邸
〇
〇
工

事
」
等
と
記
載
。
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様
式
第
二
号

（
第
二
条
、
第
十
三
条
の
二
、
第
十
三
条
の
三
、
第
十
九
条
の
八
関
係
）

（
建
設
工
事
の
種
類
）

工
事

 
（
　
税
込
　
・
　
税
抜
　
）

主
任
技
術
者

監
理
技
術
者 件

千
円

千
円

件
千
円

千
円

Ｇ Ｈ ＩＣ Ｄ Ｅ Ｆ

工
 
事

 
経

 
歴

 
書

と
び

・
土

工
・

コ
ン

ク
リ

ー
ト

Ａ Ｂ

注
文
者

工
　
事
　
名

東
京

都
千

代
田

区

ﾚ
〃

豊
橋

川
改

修
工

事
の

内
掘

削
工

事

J
V

Ｂ
邸

車
止

め
設

置
工

事

元
請

又
は

下
請

の
別

J
V

の 別

〃 〃

ﾚ ﾚ

名
古

屋
三

郎

愛
知

太
郎

ﾚ ﾚ

津
島

一
平

ﾚ

6
0
,
0
0
0

千
円

千
円

8
,
0
0
0

ﾚ

栄
ビ

ル
新

築
工

事
の

内
く

い
打

工
事

一
般

国
道

９
９

号
線

道
路

新
設

工
事

〃 〃
2
,
0
0
0

6
,
3
0
0

5
,
1
0
0

千
円

〃
愛

知
太

郎

岡
崎

三
男

豊
川

ア
パ

ー
ト

改
築

工
事

の
内

足
場

仮
設

工
事

小
計

1
9
3
,
9
0
0

千
円

う
ち
　
元
請
工
事

2
3
3
,
0
0
0

合
計

5
2

2
7
0
,
0
0
0

う
ち
　
元
請
工
事

月
年

平
成

9

千
円

1
6
3
,
2
0
0

平
成

平
成

工
　
　
期

千
円

平
成
1
9

年
4

年
月

平
成

年
月月

平
成
1
9

年
4

平
成
1
9

年
3

月

平
成
1
9

年
9

月

平
成
1
9

年
1
1

月

平
成
1
9

年
1
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当
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に
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・
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面

処
理
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鋼
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上
部
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成

1
0
0
,
0
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0
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代
金
の
額
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事
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場

の
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る
都
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及
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市

区
町
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名
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円
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成
1
9
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円
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円
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ル
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築
工
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の

内
外

構
工

事

北
海

道
開

発
〃

 
Ａ

邸
工

事
⁷
⁷
⁷
 
元

請
J
V

錦
住
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敷
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基

礎
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事

関
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国
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事
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〃
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〃

中
国
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築
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,
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2
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郎
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年
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円
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成

ﾚ
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成
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円
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円
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1
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月
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年
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・
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「
軽
微
な
工
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平
成

千
円

千
円

月
年

月
平
成

年

① 元 請 工 事 の 7 割 部 分

に 係 る 完 成 工 事 ② ① 以 外 の 元 請 工 事 及 び 下 請 工 事 に 係 る 完 成 工 事

２
．
記
載
額
が
全
て
の
完
成
工
事
高
の
合
計
額
の
７
割
を
超
え
た
た
め
記
載
終
了

１
．
元
請
工
事
に
係
る
完
成
工
事
の
合
計
額
の
7
割
超
ま
で
記
載 X

Y

A
～
C
の
合
計
額
≧
Y
の
7
割

A
～
Iの
合
計
額
≧
X
の
7
割

ﾍ
ﾟｰ
ｼ
ﾞご
と
の
元
請
工
事
に
係
る
完
成
工
事
高
の
合
計
額
（
A
+
B
+
C
）

ﾍ
ﾟｰ
ｼ
ﾞご
と
の
完
成
工
事
高
の
合
計
額
（
A
～
I）

＊
記
載
例
３
工
事
経
歴
書
記
載
例

（
全
て
の
完
成
工
事
工
事
高
の
合
計
額
7
割
に
達
し
た
場
合
）

全
て
の
完
成
工
事
高
の
合
計
額

元
請
工
事
に
係
る
完
成
工
事
高
の
合
計
額

個
人
の
氏
名
が
特
定
さ
れ
な
い
よ
う
、
例
え
ば

注
文
者
「
Ａ
」
と
記
載
し
、
工
事
名
「
Ａ
邸
〇
〇
工

事
」
等
と
記
載
。
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【 建設工事の種類別にみた内容と例示 】 

経営規模等評価申請書及び工事経歴書等の作成に当たっては、次の表を参考にし、建設工事の種類

を判断してください。 

業種 建設工事の内容 建設工事の例示 

土木一式工

事 

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設す

る工事（補修、改造又は解体する工事を含む。以下同

じ。） 

 

建築一式工

事 

総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工

事 

 

 

 

大工工事 
木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作

物に木製設備を取付ける工事 

 

大工工事、型枠工事、造作工事 

 

左官工事 
工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等

をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事 

左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工

事、とぎ出し工事、洗い出し工事 

とび・土工・

コンクリー

ト工事 

イ 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のク

レーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工

事 

ロ くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事 

ハ 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事 

ニ コンクリートにより工作物を築造する工事 

ホ その他基礎的ないしは準備的工事 

イ とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のク

レーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、

コンクリートブロック据付け工事 

ロ くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐ

い工事 

ハ 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工

事 

ニ コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンク

リート圧送工事、プレストレストコンクリート工事 

ホ 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラ

ウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、

法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置

工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工

事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事 

石工事 

石材（石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含

む。）の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作

物に石材を取付ける工事 

石積み（張り）工事、コンクリートブロック積み（張り）

工事 

屋根工事 

 

瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 

 

 

屋根ふき工事  

電気工事 
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設

置する工事 

発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工

事、構内電気設備（非常用電気設備を含む。）工事、照

明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工

事 

管工事 

冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための

設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガ

ス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 

冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工

事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工

事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、

ダクト工事、管内更生工事 

タイル・れ

んが・ブロ

ツク工事 

れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造

し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイ

ル等を取付け、又ははり付ける工事 

コンクリートブロック積み（張り）工事、レンガ積み

（張り）工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張

り工事、サイディング工事 

鋼構造物工

事 

形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築

造する工事 

鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用

タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設

置工事 

 

鉄筋工事 

 

棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 

 

 

鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事 

舗装工事 
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂

利、砕石等により舗装する工事 

アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロッ

ク舗装工事、路盤築造工事 

しゆんせつ

工事 

 

河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 

 

 

しゅんせつ工事 
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業種 建設工事の内容 建設工事の例示 

板金工事 
金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金

属製等の付属物を取付ける工事 

 

板金加工取付け工事、建築板金工事 

 

 

ガラス工事 

 

工作物にガラスを加工して取付ける工事 

 

 

ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事 

塗装工事 
塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付け

る工事 

塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、

鋼構造物塗装工事、路面標示工事 

防水工事 
アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水

を行う工事 

アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング

工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事 

内装仕上工

事 

木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床

タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕

上げを行う工事 

インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕

切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具

工事、防音工事 

機械器具設

置工事 

機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物

に機械器具を取付ける工事 

プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備

工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水

機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、

舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事 

熱絶縁工事 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 
冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化

学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事 

電気通信工

事 

有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設

備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置す

る工事 

有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ

通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、

情報表示設備工事、放送機械設備工事、ＴＶ電波障害防

除設備工事 

 

造園工事 

整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公

園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑

化し、又は植生を復元する工事 

植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園

設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化

工事、緑地育成工事 

さく井工事 
さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこ

れらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 

さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、

井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘

削工事、揚水設備工事 

建具工事 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 

金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カー

テンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動

ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事 

水道施設工

事 

上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施

設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の

処理設備を設置する工事 

取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理

設備工事 

消防施設工

事 

火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に

必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 

屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴

霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設

備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工 

事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常

警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避

難橋又は排煙設備の設置工事 

清掃施設工

事 

 

し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 

 

 

ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事 

 

解体工事 

 

工作物の解体を行う工事 

 

工作物解体工事 

 

 
 
（注意点） 

・除染業務委託契約において、業務内容のうち建設工事と認められる部分について完成工事高に計上

することができる場合があります（内容が分かる資料が必要です。）。 

建設工事と認められない部分は、兼業事業売上高へ計上します。 

・除雪、草刈、剪定、点検等の業務委託契約、建売住宅の販売及び自社建物の建設等については、

請負契約による建設工事に該当しないため、完成工事高には計上できません。兼業事業売上高へ

計上します。 
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【 完成工事高の積み上げについて 】  

工事種類ごとの年間平均完成工事高の算定において、次のような場合には、許可を受けている業種

のうち、経営事項審査の申請を行わない業種の完成工事高を申請業種の完成工事高に含める「積み上

げ」という方法が認められています。 

なお、経営事項審査を受けた後の積み上げのやり直しはできませんので、十分に検討した上で手続

きを行ってください。 

 

（１）一式工事への他の工事業の算入 

   審査対象が、土木工事業又は建築工事業（以下「一式工事業」という。）である場合は、許

可を受けている建設業のうち、経営事項審査の申請を行わない業種の一式工事業以外の建設業

に係る完成工事高を、その内容に応じて一式工事業のいずれかの年間平均完成工事高に含める

ことができます。 

 

一式 
工事名 

 含めることができる専門工事 

 

一式 
工事名 

含めることができる専門工事 

土
木
一
式
工
事 

とび・土工・コンクリート工事 

建
築
一
式
工
事 

ガラス工事 

石工事 防水工事 

舗装工事 内装仕上工事 

しゆんせつ工事 熱絶縁工事 

水道施設工事 建具工事 

鋼構造物工事 
（土木に関する工事に限る。） 

電気工事 

（建築に関する工事に限る。） 

解体工事 鋼構造物工事 

建
築
一
式 

工
事 

大工工事 （建築に関する工事に限る。） 

左官工事 鉄筋工事 

屋根工事 （建築に関する工事に限る。） 

タイル・れんが・ブロック工事 塗装工事 

板金工事 （建築に関する工事に限る。） 

 

（２）専門工事業（一式工事以外の工事業）の算入  

審査対象が、専門工事業（一式工事以外の建設業）である場合は、許可を受けている建設業の

うち、経営事項審査の申請を行わない業種の専門工事業に係る完成工事高を、その性質に応じて

他の専門工事業の年間平均完成工事高に含めることができます。 

専門工事名 
含めることができる 

専門工事 
専門工事名 

含めることができる 
専門工事 

とび・土工・
コンクリート
工事 

石工事 鋼構造物工事 鉄筋工事 

タイル・れんが・ブロック工事 
板金工事 屋根工事 

解体工事 

石工事 とび・土工・コンクリート工事 ガラス工事 建具工事 

屋根工事 板金工事 内装仕上工事 建具工事 

電気工事 電気通信工事 熱絶縁工事 管工事 

管工事 
消防施設工事 電気通信工事 電気工事 

熱絶縁工事 
建具工事 

板金工事 

タイル・れん
が・ブロック
工事 

水道施設工事 ガラス工事 

消防施設工事 水道施設工事 管工事 

とび・土工・コンクリート工事 
消防施設工事 

電気工事 

 管工事 
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「積み上げ」を採用した場合は、次の書類をＡ４版の用紙により作成し提出してください。 

 

 

・工事高は決算期ごとに、「うち元請」の額も記載すること。 

・また、申請者のうち、次の申し出をしようとする者については、その申し出の額をそのまま審査

対象業種ごとに記載すること。 

①一式工事業に係る建設工事の完成工事高を一式工事業以外の建設業に係る建設工事の完成工

事高に加えて申し出ようとする者 

②一式工事業以外の建設業に係る完成工事高についても①と同様の方法により計算して申し出

ようとしている者 

【作成例】 

 

工事種類別完成工事高付表 

                   申請者 （株）青森建設    

審査対象業種の完成工事高 

（移行後の完成工事高） 

左記の内訳 

（審査対象事業年度）月 

令和3年4月～令和4年3月 

土木一式工事    15,000千円 

 うち元請     12,000千円 

 

 

 

 

 

 

（前審査対象事業年度） 

令和2年4月～令和3年3月 

土木一式工事    12,000千円 

 うち元請     12,000千円 

 

 

 

 

 

 

（前々審査対象事業年度） 

平成31年4月～令和2年3月 

土木一式工事    13,000千円 

 うち元請      9,000千円 

 

 

 

 土木一式工事     10,000 千円 

  うち元請      10,000 千円 

 とび･土工･コンクリート工事 

4,000 千円 

  うち元請       1,000 千円 

 解体工事        1,000 千円 

  うち元請       1,000 千円 

 

 

 

土木一式工事     12,000 千円 

  うち元請      12,000 千円 

 とび･土工･コンクリート工事 

0 千円 

  うち元請         0 千円 

解体工事            0 千円 

  うち元請           0 千円 

 

 

 

土木一式工事      9,000 千円 

  うち元請       9,000 千円 

 とび･土工･コンクリート工事 

4,000 千円 

  うち元請         0 千円 

解体工事            0 千円 

  うち元請           0 千円 

 

 

 
 

＊計算基準の区分の選択にあわせて、必要な年数分を記載してください。 
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【 個人の建設業者の代替わりや法人成りについて 】 

 

次のいずれかに該当する場合は、当期事業年度開始日の直前２年（又は直前３年）の各事業年度に

おける完成工事高の合計額を年間平均完成工事高の算定基礎とすることができるものとします。 

また、項番５５「営業年数」を引き継ぐことができます。 

 

当期事業年度開始日からさかのぼって２年以内（又は３年以内）に、 

 

①商業登記法の規定に基づく組織変更の登記を行った者 

 

②個人（以下「被承継人」）から建設業の主たる部分を承継したもの（以下「承継人」）がその配

偶者又は２親等以内の者であって次のいずれにも該当するもの 

ⅰ）被承継人が建設業を廃業すること 

ⅱ）原則として被承継人の事業年度と承継人の事業年度が連続すること 

ⅲ）承継人が被承継人の業務を補佐した経験を有すること 

 

③被承継人から事業の主たる部分を承継した法人（以下「承継法人」）であって、次のいずれにも

該当するもの 

ⅰ）被承継人が建設業を廃業すること 

ⅱ）被承継人が５０％以上出資して設立した法人であること 

ⅲ）被承継人の事業年度と承継法人の事業年度が連続すること 

ⅳ）承継法人の代表権を有する役員が被承継人であること 

 

その他特殊なケースについては、青森県県土整備部監理課建設業振興グループまでお問合せく

ださい。 

 

※事業承継に関する認可を受けた場合の経営事項審査について 

建設業法第１７条の２又は第１７条の３の規定に基づく事業承継に関する「認可」を受け、建

設業者としての地位を承継した場合は、被承継人の経営事項審査結果も承継することとなりま

す。 
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【 建設工事における完成工事高の計上基準について 】  

 

 建設業における収益の計上基準は、一定の要件を満たす場合、原則として「工事進行基準」を適用

し、この要件を満たさない場合は「工事完成基準」を適用します。 

税法上は「部分完成基準」「延払基準」の適用が認められていますが、下記の基準を満たす必要が

あります。なお、「部分完成基準」については、所要の特約又は慣習について確認できる書類及び完

成部分の引き渡し等が確認できる書類の提示が必要です。 

（１）工事完成基準  「工事完成基準」とは、工事契約に関して、工事が完成し、目的物の引渡しを行った

時点で、工事収益及び工事原価を認識する方法をいう。 

①「完成の時期」は当該工事の全部を完成し発注者にその引渡しを完了した日 

②引渡しというのは書状の交付の日付のような形式的なものでなく実質的な行為を重

視。引渡し後も主要部分の工事が継続する場合や、莫大な仮設物を要する工事であっ

て、これを撤去しなければ、通常引渡しが完了しない場合はそれらが完了して初めて

完成引渡しとなり、収益計上となる。 

（２）工事進行基準 ア 用語の定義 

「工事進行基準」とは、工事契約に関して、工事収益総額、工事原価総額及び決算期

における工事進捗度を合理的に見積り、これに応じて当期の工事収益及び工事原価を

認識する方法をいう。 

「工事収益総額」とは、工事契約において定められた、施工者が受け取る対価の総額

をいう。 

「工事原価総額」とは、工事契約において定められた、施工者の義務を果たすための

支出の総額をいう。工事原価は、原価計算基準に従って適正に算出する。 

 

イ 工事契約に係る認識基準 

工事契約に関して、工事の進行途上においても、その進捗部分について成果の確実

性が認められる場合には工事進行基準を適用し、この要件を満たさない場合には工事

完成基準を適用する。 

 成果の確実性が認められるためには、次の要素について、信頼性をもって見積ること

ができなければならない。 

 (ｱ)工事収益総額 

 (ｲ)工事原価総額 

 (ｳ)決算日における工事進捗度 

 

【参考 税法上の工事進行基準（H20.4.1以後開始の事業年度）】 

〈長期大規模工事〉 

  ・工期 １年以上 

  ・請負金額 １０億円以上 ⇒工事進行基準 

〈会計年度内の契約・引き渡し工事〉 

               ⇒工事完成基準 

〈上記以外の工事〉 

  ・継続適用を条件     ⇒選択適用 

（３）部分完成基準  法人が請負った建設工事等（法人税法第64条第1項 および第2項の規定の適用を受け

るものを除く）について次に掲げるような事実がある場合には、その建設工事等の全部

が完成しないときにおいても、その事業年度において引渡した建設工事等の量又は完

成した部分に対応する工事収入をその事業年度の益金の額に算入する。 

 

①一の契約により同種の建設工事等を多量に請負ったような場合で、その引渡量に従

い工事代金を収入する旨の特約または慣習がある場合 

②一個の建設工事等であっても、その建設工事の一部が完成し、その完成した部分を引

渡した都度その割合に応じて工事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合【法

人税基本通達2-1-9】 

※提示書類：注記表、契約書等および上記特約または慣習について確認できる書類 

（４）延払基準  法人税法の規定によるもので、完成引渡した工事であっても延払条件付請負工事に

該当する場合には、その全部又は一部を完成工事高から除外し、次期以降に繰延べる方

法である。 

【法人税法第63条、同施行令第124条、第125条、第126条参照】 

＊延払基準を採用した場合には、重要な会計方針の一つである収益計上基準としてそ

の旨注記表に注記する必要がある。 

※提示書類：注記表および契約書等 
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【 技術者制度について 】 

 

経営事項審査時に、工事経歴書にある配置技術者氏名欄を確認すると、受注した工事に営業所の専任

技術者を配置している事例や、技術者の現場専任義務に違反している事例が見受けられます。なお、平

成２０年４月１日以降に提出する工事経歴書では、主任／監理技術者の別を記載することになっていま

す。 

青森県では「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」を平成１８年に制定し、建設業法で定

めた主任技術者や監理技術者を配置しなかった場合、現場専任義務に違反した場合、施工管理が著しく

不適当であった場合には、基準に基づき営業停止処分や指示処分を行うこととしています。 

技術者制度について基本的な事項を示しますので、現場配置等の参考とし、不正行為等は厳に慎んで

いただくようお願いします。 

 

①技術者の現場専任義務とは 

 公共性のある工作物に関する重要な工事で、請負金額が4,000万円（建築一式工事は8,000万円）以上

のものについては、当該工事に配置する主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに専任の者でなけ

ればならないとされています（建設業法第２６条第３項）。 

※監理技術者補佐を専任で置く場合を除きます。 

・「公共性のある工作物」…個人住宅を除くほとんどの工事が該当します。 

・現場専任義務は、下請負で契約した場合も同様に適用されます。 

・個人事業主一人で営業しているような場合は、請負金額4,000万円（建築一式工事は8,000万円）以上

の公共性のある工作物に関する工事は受注できません。 

 

②主任技術者とは（建設業法第２６条第１項） 

 主任技術者とは、建設業者が請け負った工事を施工する場合に現場に配置する技術者で、建設工事の

施工の技術上の管理をつかさどる者をいい、建設業法第７条第２号（イ）、（ロ）又は（ハ）に該当す

ることが求められます。 

 主任技術者は、建設工事の施工に当たり、その施工計画を作成し、具体的な工事の工程管理や工事目

的物、工事仮設物、工事用資機材等の品質管理を行うとともに、工事の施工に伴う公衆災害、労働災害

の発生の防止のための安全管理、労務管理等を行います。 

 

③監理技術者とは（建設業法第２６条第２項） 

発注者から直接工事を請け負い、4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）以上の下請契約をし

て工事を施工する場合に、建設業者が主任技術者に代えて配置する技術者をいいます。建設業法第１５

条第２号（イ）、（ロ）又は（ハ）（指定建設業の場合は建設業法第１５条第２号（イ）又は（ハ））

に該当することが求められます。監理技術者には、主任技術者の職務に加え、下請負人の指導・監督、

複雑化する工程管理等、総合的な機能を果たすことが求められます。 

 

④営業所の専任技術者とは 

 建設業法第７条第２項で、「その営業所ごとに、建設工事の施工に関する一定の資格又は経験を有す

る技術者で「専任のもの」を置かなければならない」とされています。 

「専任のもの」とは、その営業所に常勤して専ら職務に従事することを要する者のことで、その主な

役割は営業所において建設工事に関する適正な契約の締結及びその履行を確保することです。 

従って、事業主と継続的な雇用関係があり、通常の勤務時間中はその営業所に勤務していることが必

要となります。 
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別表(1)  指定学科（建設業法施行規則第１条） 
 

許可を受けようとする建設業 指定学科
土木工事業
舗装工事業

建築工事業
大工工事業
ガラス工事業
内装仕上工事業
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
塗装工事業
解体工事業
電気工事業
電気通信工事業
管工事業
水道施設工事業
清掃施設工事業
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
しゆんせつ工事業 土木工学又は機械工学に関する学科
板金工事業 建築学又は機械工学に関する学科
防水工事業 土木工学又は建築学に関する学科
機械器具設置工事業
消防施設工事業
熱絶縁工事業 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
造園工事業 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科
さく井工事業 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科
建具工事業 建築学又は機械工学に関する学科

建築学、機械工学又は電気工学に関する学科

土木工学（農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、
緑地又は造園に関する学科を含む。以下同じ。）都市工
学、衛生工学又は交通工学に関する学科

建築学又は都市工学に関する学科

電気工学又は電気通信工学に関する学科

土木工学、建築学又は機械工学に関する学科

土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関
する学科

土木工学又は建築学に関する学科
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別表(2) 【有資格区分コードおよび評価点】 

 

…P23～の要領も必ず確認してください。… 

コード 資格区分 申請できる業種 
実務経験

(※１) 
区分 評価点 

実務経験 

００１ 法第７条第２号イ該当 
卒業した所定学科ごとに
申請可能な全ての業種 

３年 
５年 

その他 1 

００２ 法第７条第２号ロ該当 
１０年以上の実務経験を
持つ当該業種 

  その他 1 

００３ 
法第１５条第２号ハ該当 
（同号イと同等以上） 

特別認定を受けた全ての
業種 

  その他 1 

００４ 
法第１５条第２号ハ該当 
（同号ロと同等以上） 

特別認定を受けた全ての
業種 

  その他 1 

００５ 令２８条該当※３ 
監理技術者補佐として配
置できる業種 

 
監理 
補佐 

4 

建設業法に定める資格 

１１１ 一級建設機械施工管理技士 土･と･舗 
 

 
１級 5(6) 

１１Ａ      〃    （附則第４条該当※３） 土･と･舗  １級 5(6) 

２１２ 二級   〃    （第１種～第６種） 土･と･舗   ２級 2 

２１Ｂ 
     〃    （第１種～第６種） 

（附則第４条該当※３） 
土･と･舗  ２級 2 

１１３ 一級土木施工管理技士 
土･と･石･鋼･舗･し･塗･
水･解 

  １級 5(6) 

１１Ｃ      〃    （附則第４条該当※３） 土･と･石･鋼･舗･し･塗･水  １級 5(6) 

２１４ 二級   〃    （土木） 土･と･石･鋼･舗･し･水･解   ２級 2 

２１Ｄ 
     〃    （土木） 

（附則第４条該当※３） 
土･と･石･鋼･舗･し･水  ２級 2 

２１５      〃    （鋼構造物塗装） 塗   ２級 2 

２１６      〃    （薬液注入） と   ２級 2 

２１Ｅ 
     〃    （薬液注入） 

（附則第４条該当※３） 
と  ２級 2 

１２０ 一級建築施工管理技士 
建･大･左･と･石･屋･タ･
鋼･筋･板･ガ･塗･防･内･
絶･具･解 

  １級 5(6) 

１２Ａ      〃    （附則第４条該当※３） 
建･大･左･と･石･屋･タ･
鋼･筋･板･ガ･塗･防･内･
絶･具 

 １級 5(6) 

２２１ 二級   〃    （建築） 建･解   ２級 2 

２２２      〃    （躯体） 大･と･タ･鋼･筋･解   ２級 2 

２２Ｂ 
     〃    （躯体） 

（附則第４条該当※３） 
大･と･タ･鋼･筋  ２級 2 

２２３      〃    （仕上げ） 
大･左･石･屋･タ･板･ガ･
塗･防･内･絶･具 

  ２級 2 

１２７ 一級電気工事施工管理技士 電   １級 5(6) 

２２８ 二級   〃 電   ２級 2 

１２９ 一級管工事施工管理技士 管   １級 5(6) 

２３０ 二級   〃 管   ２級 2 

１３１ 一級電気通信工事施工管理技士 通  １級 5(6) 

２３２ 二級   〃 通  ２級 2 

１３３ 一級造園施工管理技士 園   １級 5(6) 

２３４ 二級   〃 園   ２級 2 

建築士法に定める資格 

１３７ 一級建築士 建･大･屋･タ･鋼･内   １級 5(6) 

２３８ 二級 〃 建･大･屋･タ･内   ２級 2 
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別表(2) 【有資格区分コードおよび評価点】 

 

コード 資格区分 申請できる業種 
実務経験
(※１) 

区分 評価点 

２３９ 木造建築士 大   ２級 2 

技術士法に定める資格 

１４１ 建設･総合技術監理（建設） 土･と･電･舗･し･園･解   １級 5(6) 

１４Ａ      〃    （附則第４条該当※３） 土･と･電･舗･し･園  １級 5(6) 

１４２ 
建設「鋼構造及びコンクリート」･総合技術監理
（建設「鋼構造及びコンクリート」） 

土･と･電･鋼･舗･し･園･解   １級 5(6) 

１４Ｂ      〃    （附則第４条該当※３） 土･と･電･鋼･舗･し･園  １級 5(6) 

１４３ 
農業「農業農村工学」･総合技術監理 
（農業「農業農村工学」） 

土･と   １級 5(6) 

１４Ｃ      〃    （附則第４条該当※３） 土･と･  １級 5(6) 

１４４ 電気電子･総合技術監理（電気電子） 電･通   １級 5(6) 

１４５ 機械･総合技術監理（機械） 機   １級 5(6) 

１４６ 
機械「熱･動力エネルギー機器」又は「流体機器」･
総合技術監理（機械「熱･動力エネルギー機器」
又は「流体機器」） 

管･機   １級 5(6) 

１４７ 上下水道･総合技術監理（上下水道） 管･水   １級 5(6) 

１４８ 
上下水道「上水道及び工業用水道」･総合技術監
理（上下水道「上水道及び工業用水道」） 

管･井･水   １級 5(6) 

１４９ 
水産「水産土木」･総合技術監理 
（水産「水産土木」） 

土･と･し   １級 5(6) 

１４Ｄ      〃    （附則第４条該当※３） 土･と･し  １級 5(6) 

１５０ 
森林「林業･林産」･総合技術監理（森林「林業･
林産」） 

園   １級 5(6) 

１５１ 
森林「森林土木」･総合技術監理（森林「森林土
木」） 

土･と･園   １級 5(6) 

１５Ａ      〃    （附則第４条該当※３） 土･と･園  １級 5(6) 

１５２ 衛生工学･総合技術監理（衛生工学） 管   １級 5(6) 

１５３ 
衛生工学「水質管理」･総合技術監理 
（衛生工学「水質管理」） 

管･水   １級 5(6) 

１５４ 
衛生工学「廃棄物･資源循環」･総合技術監理（衛
生工学「廃棄物･資源循環」） 

管･水･消 
 

  １級 5(6) 

電気工事士法、電気事業法に定める資格 

１５５ 第一種電気工事士 電   ２級 2 

２５６ 第二種  〃      電 ３年 その他 1 

２５８ 電気主任技術者（第１種～第３種）  電 ５年 その他 1 

電気通信事業法に定める資格 

２５９ 電気通信主任技術者     通 ５年 その他 1 

２３５ 工事担任者 通 ３年 その他 1 

水道法に定める資格 

２６５ 給水装置工事主任技術者    管 １年 その他 1 

消防法に定める資格 

１６８ 甲種消防設備士 消   ２級 2 

１６９ 乙種  〃 消   ２級 2 

職業能力開発促進法に定める資格 

１７１ 建築大工（１級） 大   ２級 2 

２７１   〃 （２級）  大 ３年 その他 1 

１６４ 型枠施工（１級） 大･と   ２級 2 

２６４   〃 （２級）  大･と ３年 その他 1 

１６Ｂ 型枠施工（１級）（附則第４条該当※３） 大･と   ２級 2 

２６Ｂ 型枠施工（２級）（附則第４条該当※３） 大･と ３年 その他 1 

１７２ 左官（１級） 左   ２級 2 
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別表(2) 【有資格区分コードおよび評価点】 

 

コード 資格区分 申請できる業種 
実務経験
(※１) 

区分 評価点 

２７２ 〃 （２級）  左 ３年 その他 1 

      

１５７ とび･とび工（１級） と･解  ２級 2 

２５７    〃  （２級） と･解 ３年 その他 1 

１５Ｂ とび･とび工（１級）（附則第４条該当※３） と  ２級 2 

２５Ｂ    〃  （２級）（附則第４条該当※３） と ３年 その他 1 

１７３ コンクリート圧送施工（１級） と   ２級 2 

２７３     〃     （２級）  と ３年 その他 1 

１７Ａ 
コンクリート圧送施工（１級） 

（附則第４条該当※３） 
と  ２級 2 

２７Ａ 
    〃     （２級） 

（附則第４条該当※３） 
と ３年 その他 1 

１６６ ウェルポイント施工（１級） と   ２級 2 

２６６    〃     （２級）  と ３年 その他 1 

１６Ｃ 
ウェルポイント施工（１級） 

（附則第４条該当※３） 
と  ２級 2 

２６Ｃ 
    〃    （２級） 

（附則第４条該当※３） 
と ３年 その他 1 

１７４ 
冷凍空気調和機器施工･空気調和設備配管 
（１級） 

管   ２級 2 

２７４ 
     〃          〃     
（２級）      

管 ３年 その他 1 

１７５ 給排水衛生設備配管（１級） 管   ２級 2 

２７５     〃    （２級）  管 ３年 その他 1 

１７６ 配管･配管工（１級） 管   ２級 2 

２７６ 〃  〃 （２級）  管 ３年 その他 1 

１７０ 建築板金「ダクト板金作業」（１級） 屋･管･板   ２級 2 

２７０ 〃      （２級） 屋･管･板 ３年 その他 1 

１７７ タイル張り･タイル張り工（１級） タ   ２級 2 

２７７  〃      〃   （２級）  タ ３年 その他 1 

１７８ 築炉･築炉工（１級） タ   ２級 2 

２７８ 〃  〃  （２級） タ ３年 その他 1 

１７９ ブロック建築･ブロック建築工（１級） 石･タ   ２級 2 

２７９   〃       〃   （２級） 石･タ ３年 その他 1 

１８０ 石工･石材施工･石積み（１級） 石   ２級 2 

２８０ 〃   〃   〃 （２級）  石 ３年 その他 1 

１８１ 鉄工･製罐（１級） 鋼   ２級 2 

２８１ 〃   〃（２級）  鋼 ３年 その他 1 

１８２ 鉄筋組立て･鉄筋施工（１級） 筋   ２級 2 

２８２ 〃      〃 （２級）  筋 ３年 その他 1 

１８３ 工場板金（１級） 板   ２級 2 

２８３  〃  （２級）  板 ３年 その他 1 

１８４ 
板金「建築板金作業」･建築板金「内外装板金作
業」･板金工「建築板金作業」（１級） 

屋･板   ２級 2 

２８４ 
      〃            〃              

〃      （２級）  
屋･板 ３年 その他 1 

１８５ 板金･板金工･打出し板金（１級） 板   ２級 2 

２８５ 〃  〃     〃 （２級）  板 ３年 その他 1 

１８６ かわらぶき（１級） 屋   ２級 2 

２８６ 〃      （２級） 屋 ３年 その他 1 
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別表(2) 【有資格区分コードおよび評価点】 

 

コード 資格区分 申請できる業種 
実務経験
(※１) 

区分 評価点 

１８７ ガラス施工（１級） ガ  ２級 2 

２８７  〃   （２級） ガ  その他 1 

１８８ 塗装･木工塗装･木工塗装工（１級） 塗   ２級 2 

２８８ 〃  〃    〃  （２級）  塗 ３年 その他 1 

１８９ 建築塗装･建築塗装工（１級） 塗   ２級 2 

２８９  〃     〃  （２級）  塗 ３年 その他 1 

１９０ 金属塗装･金属塗装工（１級） 塗   ２級 2 

２９０   〃    〃  （２級）  塗 ３年 その他 1 

１９１ 噴霧塗装（１級） 塗   ２級 2 

２９１  〃  （２級）  塗 ３年 その他 1 

１６７ 路面標示施工 塗   ２級 2 

１９２ 畳製作･畳工（１級） 内   ２級 2 

２９２  〃  〃 （２級）  内 ３年 その他 1 

１９３ 
内装仕上げ施工･カーテン施工･天井仕上げ施工･
床仕上げ施工･表装･表具･表具工（１級） 

内   ２級 2 

２９３ 
  〃        〃       〃     
〃         〃    〃   〃 （２級）   

内 ３年 その他 1 

１９４ 熱絶縁施工（１級） 絶   ２級 2 

２９４   〃  （２級）  絶 ３年 その他 1 

１９５ 
建具製作･建具工･木工･カーテンウォール施工･
サッシ施工（１級） 

具   ２級 2 

２９５ 
   〃    〃   〃    〃       
〃  （２級）  

具 ３年 その他 1 

１９６ 造園（１級） 園   ２級 2 

２９６ 〃  （２級）  園 ３年 その他 1 

１９７ 防水施工（１級） 防   ２級 2 

２９７  〃   （２級）  防 ３年 その他 1 

１９８ さく井（１級） 井   ２級 2 

２９８ 〃   （２級） 井 ３年 その他 1 

認定能力評価基準 

７０３ レベル３技能者 各基準に対応する業種 
（P117参照） 

 基幹 2 

７０４ レベル４技能者  基幹 3 

その他 

０６１ 地すべり防止工事    と･井 １年 その他 1 

０６Ａ     〃   （附則第４条該当※３） と･井 １年 その他 1 

０４０ 基礎ぐい工事 と  ２級 2 

０６２ 建築設備士    電･管 １年 その他 1 

０６３ 計装    電･管 １年 その他 1 

０６０ 解体工事 解  ２級 2 

０６４ 基幹技能者 
登録基幹技能者講習修了
証に記載されている業種
の範囲内 

  基幹 3 

０９９ その他(※２) 所定の評価対象業種   その他 1 

※１ 実務経験欄に記載されている年数は、当該欄に記載されている資格を取得するための試験に合格した
後、法第７条第２号ハに該当する者となるために必要な実務経験の年数です（資格を取得してから、審
査基準日までに、必要な実務経験年数を経過していることが必要です。）。 
 ただし、平成１６年４月１日以前に「職業能力開発促進法」の２級に合格した方は、１年以上の実務
経験で足ります。 

※２ 評価対象業種とその他の業種の所定の組み合わせによる実務経験年数が12年以上あり、かつ、評価対
象とする業種の実務経験が8年以上ある場合などです。 

※３ 審査基準日が令和３年６月３０日以前の申請で、附則に該当する方は、「解」も選択できます。 
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種類 名称 範囲
経審

評価対象

ショベル系掘削機 ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン又は
パイルドライバーのアタッチメントを有するもの ○

連続式バケツト掘削機 走行装置及び二二キロワット以上の掘削用原動機を有するもの

くい打ち機及びくい抜き機 やぐら及び原動機を有し、ハンマー、起振機又はくい抜き装置の重量
が〇・五トン以上のもの

グラウトポンプ 原動機及びグラウトポンプ用ミキサーを有するもの

ペーパードレーンマシン

大口径掘削機 スクリュー式でないもの

アースオーガー

地下連続壁施工用機械

トラクター 自重が三トン以上のもの

ブルドーザー 自重が三トン以上のもの ○
トラクターショベル バケット容量が〇・四立方メートル以上のもの ○
スクレーパー 積載容量が三立方メートル以上のもの

機関車

運搬車 積載重量が一五トン以上のもの

ジブクレーン

タワークレーン

デリッククレーン

ケーブルクレーン 巻上げ装置、走行装置及び原動機を有し、つり上げ能力が二トン以上
のものウインチ 二二キロワット以上の原動機を有するもの

エレベーター

ボーリングマシン 三キロワット以上の原動機を有するもの

ドリルジャンボ 鑿岩機を支持するアームが二本以上のもの

クローラードリル

たて坑掘進機

トンネル掘進機

シールド掘進機

ずり積み機

モーターグレーダー 自重が五トン以上のもの ○
スタビライザー

アグリゲートスプレッダー

ロードローラー

タイヤローラー

振動ローラー 自走式のものにあつては自重が八トン以上のもの、
被牽引式のものにあつては自重が二トン以上のものフィーダー 三キロワット以上の原動機を有するもの

クラッシャー ジョークラッシャー、ジャイレクトリークラッシャー、コーンクラッ
シャー、ロールクラッシャー、インパクトクラッシャー、ロッドミル
又はボールミルで、三キロワット以上の原動機を有するもの

選別機 トロンメル、バイブレイティングスクリーン又はクラッシファイヤー
で、三キロワット以上の原動機を有するもの

ウォッシャー ドラムウォッシャー又はスクリューウォッシャーで、三キロワット以
上の原動機を有するもの

セメント空気輸送機 フラクソー式輸送機又はキニオンポンプ

コンクリートプラント 骨材貯蔵びん、計量装置及びミキサーを有するもの

コンクリートミキサー 混練容量が〇・三五立方メートル以上のもの

コンクリートポンプ 排送能力が毎時五立方メートル以上のもの

コンクリートプレーサー 打設能力が毎時一〇立方メートル以上のもの

アジテーターカー ゴムタイヤ式でないもの

アスファルトフィニッシャー 敷きならし装置、仕上げ装置、走行装置及び原動機を有するもの

アスファルトプラント コールドエレベーター、骨材乾燥機、ホットエレベーター、ふるい分
け装置、骨材貯蔵びん、アスファルト溶解がま及びミキサーを有する

アスファルトクッカー

コンクリートフィニッシャー 振動機及び原動機を有するもの

コンクリートスプレッダー 原動機を有するもの

コンクリートペーパー 装軌式のもの

しゆんせつ船 ポンプしゆんせつ船、ディッパーしゆんせつ船又はグラブしゆんせつ
船で、独航機能を有しないもの

砕岩船

起重機船

くい打ち船

コンクリートミキサー船

サンドドレーン船

土運船

作業台船

空気圧縮機 一四キロワット以上の原動機を有するもの

サンドポンプ 二九キロワット以上の原動機を有するもの

発動発電機

９　砕石・選別機械

１０　コンクリート機械

１　掘削機械

２　基礎工事用機械

３　トラクター類

４　運搬機械

５　起重機類

「建設機械抵当法施行令」に規定される建設機械

６　ボーリング機械

７　トンネル機械

８　整地・締め固め機械

自重が八トン以上のもの

つり上げ能力が三トン以上のもの

１１　舗装機械

１２　船舶

独航機能を有しないもの

鋼製で、独航機能を有しないもの

１３　その他
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建設機械のリース契約に関する申出書 

 

 

青森県知事 あて 

 

 

所 在 地                 

許 可 番 号                 

商号又は名称                 

代 表 者 氏 名                 

審 査 基 準 日     令和  年  月  日 

 

 

 

 下記の建設機械については、リース契約期間が審査基準日後１年７ヶ月に満たないうちに終了し

ますが、その後は当該機械を買い上げるか、もしくは引き続きリース契約を更新し審査基準日後１

年７ヶ月を超える機械のリース契約を継続することを申し出ます。 

 

 

記 

 

 

 メ ー カ ー 名 

 

 型 式 

 

 製造・車体番号 

 

 リ ー ス 期 間  平成・令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

 

 

※リース期間は現在契約している期間を記入 
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【 確認書類見本 】 

 

項番 内 容 資 料 名 等 掲載頁 

１８ 

営業利益を確認する書類 決算等届出書の「損益計算書」 ５７ 

減価償却実施額を確認する書類 

所得税青色申告決算書（一般用） ５８ 

収支内訳書（一般用）（いわゆる白色申告書） ５９ 

法人税申告書別表１６（１）「旧定額法又は定

額法による減価償却資産の償却額の計算に関

する明細書」 

６０ 

法人税申告書別表１６（２）「旧定率法又は定

率法による減価償却資産の償却額の計算に関

する明細書」 

６１ 

法人税申告書別表１６（４）「旧国外リース期

間定額法若しくは旧リース期間定額法又はリ

ース期間定額法による償却額の計算に関する

明細書」 

６２ 

法人税申告書別表１６（６）「繰延資産の償却

額の計算に関する明細書」 
６３ 

法人税申告書別表１６（７）「少額減価償却資

産の取得価額の損金算入の特例に関する明細

書」 

６４ 

法人税申告書別表１６（８）「一括償却資産の

損金算入に関する明細書」 
６５ 

３２ 消費税の納税を確認する書類 

消費税確定申告書の控え ６６ 

消費税納税証明書（その１） 

（納付すべき税額が明示されているもの。 

０円の場合も同様） 

６７ 

４１ 雇用保険加入を確認する資料 

雇用保険被保険者資格喪失届 ６８ 

労働保険（雇用保険）概算・増加概算・確定

保険料申告書 
６９ 

労働保険（雇用保険）概算・増加概算・確定

保険料領収済通知書 
７０ 

労働保険事務組合発行の保険料納入通知書  ７１ 

労働保険事務組合発行の労働保険料領収書 ７２ 

労働保険事務組合発行の労働保険料等領収書 ７３ 

４２ 

４３ 

健康保険加入を確認する資料 

厚生年金保険加入を確認する資料 

社会保険納付書・領収証書（現金納付） ７４ 

社会保険料納入告知額・領収済額通知書（口

座振込） 
７５ 

社会保険標準報酬決定通知書 ７６ 

４４ 
建設業退職金共済制度の加入を確

認する資料 
建設業退職共済制度加入・履行証明願 ７７ 
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項番 内 容 資 料 名 等 掲載頁 

４５ 

退職一時金制度の導入を確認する

資料又は企業年金制度の導入を確

認する資料 

就業規則（作成留意事項） ７８ 

就業規則（変更）届 ７９ 

意見書 ８０ 

退職金規程の作成事例 ８１ 

中小企業退職金共済事業本部加入証明書 ８２ 

特定退職金共済制度退職金共済証 ８３ 

厚生年金基金発行の標準給与決定通知書 ８４ 

確定拠出年金運営管理機関の発行する加入証

明書 
８５ 

４６ 
法定外労働災害補償制度の加入を

確認する資料 

建設労災補償共済制度加入証明書 ８６ 

（一社）全国建設業労災互助会加入証明書兼

領収書 
８７ 

労働災害補償証券 ８８ 

団体保険制度加入証 ８９ 

５７ 防災協定の締結を確認する資料 防災協定に関する証明書 ９０ 

６０ 
 

監査の受審状況を確認する資料 

監査報告書 ９１ 

会計参与報告書 ９２ 

経理処理の適正を確認した旨の書類 ９３ 

経理処理の適正を確認する際の確認項目 

（経審申請時は添付不要） 

９４ 

～ 

９８ 

６３ 研究開発費の額を確認する資料 注記表 ９９ 

６４ 建設機械の所有を確認する資料 

売買契約書 １００ 

リース契約書 １０１ 

特定自主検査記録表・移動式クレーン検査証 １０２ 

特定自主検査実施時期証明書 １０３ 

８２ 

登録基幹技能者を確認する書類 登録基幹技能者講習修了証 １０４ 

レベル３レベル４技能者を確認す

る書類 
能力評価（レベル判定）結果通知書 １０５ 

技術者のＣＰＤ単位取得数を確認

する資料 
ＣＰＤ単位取得実績証明書 １０６ 
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項番１８ 営業利益を確認する書類 

    損益計算書 

 

様式第十六号（第四条、第十条、第十九条の四関係）                  

（用紙Ａ４） 

 

損  益  計  算  書 

自 令和  年  月  日 

至 令和  年  月  日 

 

（会社名）                  

 

Ⅰ 売  上  高                                                           （千円） 

完成工事高                             

兼業事業売上高                                     

Ⅱ 売 上 原 価 

完成工事原価                                    

兼業事業売上原価                                            

 売上総利益（売上総損失） 

  完成工事総利益（完成工事総損失）              

  兼業事業総利益（兼業事業総損失）                           

Ⅲ 販売費及び一般管理費 

役員報酬                                         

従業員給料手当                                   

退職金                                           

法定福利費                                       

福利厚生費                                      

修繕維持費                                       

事務用品費                                        

通信交通費                                       

動力用水光熱費                                   

調査研究費                                      

広告宣伝費                                      

貸倒引当金繰入額                                

貸倒損失                                        

交際費                                          

寄付金                                          

地代家賃                                        

減価償却費                                       

開発費償却                                  

租税公課                                         

保険料                                           

雑 費                                                       

  営業利益（営業損失）                                                 

 

項目１８「営業利益」欄へ 

57 資料・その他



 

 

項番１８ 減価償却実施額を確認する書類 
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項番１８ 減価償却実施額を確認する書類 
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項番１８ 法人の減価償却実施額を確認する書類 

合計額（千円単位。千円未満切捨）を項番１８「減価償却実施額」欄へ 

60資料・その他



 

 

項番１８ 法人の減価償却実施額を確認する書類 

合計額（千円単位。千円未満切捨）を項番１８「減価償却実施額」欄へ 

61 資料・その他



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

項番１８ 減価償却実施額を確認する書類 

62資料・その他



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

項番１８ 減価償却実施額を確認する書類 

63 資料・その他



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

項番１８ 減価償却実施額を確認する書類 
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項番１８ 減価償却実施額を確認する書類 
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  項番３２ 消費税の納税を確認する書類 
       消費税確定申告書の控え 

66資料・その他



 
 

   項番３２ 消費税の納税を確認する書類 

        納税証明書（その１） 

67 資料・その他



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
個人番号（マイナンバー）が記入されている場合、黒塗り（原本に付箋紙を貼ってコピー等）
した状態で提出してください 

  項番４１ 雇用保険加入を確認する書類 

       雇用保険被保険者資格喪失届 
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項番４１ 雇用保険加入を確認する資料 

     労働保険（雇用保険）概算・増加概算・確定保険料申告書 

69 資料・その他



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

項番４１ 雇用保険加入を確認する資料 

労働保険（雇用保険）概算・増加概算・確定保険料領収済通知書 

70資料・その他



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

項番４１ 雇用保険加入を確認する資料 

   労働保険事務組合発行の保険料納入通知書 

71 資料・その他



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

項番４１ 雇用保険加入を確認する資料 

     労働保険事務組合発行の労働保険料領収書 

72資料・その他



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

項番４１ 雇用保険加入を確認する資料 

    労働保険事務組合発行の労働保険料等領収書 

73 資料・その他



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

項番４２ 健康保険加入を確認する資料 

項番４３ 厚生年金保険加入を確認する資料 

社会保険料納入告知書納付書・領収証書（現金納付） 

74資料・その他



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

項番４２ 健康保険加入を確認する資料 

項番４３ 厚生年金保険加入を確認する資料 

   社会保険料納入告知額・領収済額通知書（口座振込） 

75 資料・その他



 
 

 
 
 
 
 
 
 

項番４２ 健康保険加入を確認する資料 

項番４３ 厚生年金保険加入を確認する資料 

     社会保険標準報酬決定通知書 

日 本 年 金 機 構 理 事 長     印 

76資料・その他



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

項番４４ 建設業退職金共済制度の加入を確認する資料 

   建設業退職金共済事業加入・履行証明書 

77 資料・その他



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

項番４５関係 就業規則（作成留意事項） 
 

78資料・その他



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

項番４５ 退職一時金制度の導入を確認する資料 

又は企業年金制度の導入を確認する資料 

     就業規則（変更）届 

79 資料・その他



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

項番４５ 退職一時金制度の導入を確認する資料 

又は企業年金制度の導入を確認する資料 

意見書 

80資料・その他



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

項番４５関係 退職金規程の作成事例 

81 資料・その他



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

項番４５ 退職一時金制度の導入を確認する資料 

又は企業年金制度の導入を確認する資料 

     中小企業退職金共済事業本部 加入証明書 

82資料・その他



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

項番４５ 退職一時金制度の導入を確認する資料 

又は企業年金制度の導入を確認する資料 

     特定退職金共済制度退職金共済証 

83 資料・その他



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

項番４５ 退職一時金制度の導入を確認する資料 

又は企業年金制度の導入を確認する資料 

     厚生年金基金発行の加入員標準給与決定通知書 

84資料・その他



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

項番４５ 退職一時金制度の導入を確認する資料 

又は企業年金制度の導入を確認する資料 

     確定拠出年金運営管理機関の発行する加入証明書 

85 資料・その他



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

項番４６ 法定外労働災害補償制度の加入を確認する資料 

     建設労災補償共済制度加入証明書 

86資料・その他



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

項番４６ 法定外労働災害補償制度の加入を確認する資料 

     （一社）全国建設業労災互助会加入証明書兼領収書 

87 資料・その他



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

項番４６ 法定外労働災害補償制度の加入を確認する資料 

     労働災害補償証券 

○特約事項等に以下の記載があることを確認してください。 

・業務災害と通勤（出勤と退勤両方）災害を担保している。 

・死亡及び労働災害補償保険の傷害等級第１級から第７級を補償（業務起因性疾病は対象外） 

している。 

・直接の使用関係にある下請負人の直接使用関係にある職員すべてを対象としている。 

88資料・その他



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

項番４６ 法定外労働災害補償制度の加入を確認する資料 

 団体保険制度加入証 

89 資料・その他



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※一般社団法人青森県建設業協会の各支部長名（東青支部、西地方支部、中弘支部、南黒支部、
北五支部、上北支部、下北支部、三八支部）での発行も可。 
 
 
 

 

項番５７ 防災協定の締結を確認する資料 

     防災協定に関する証明書 

90資料・その他



 
項番６０ 監査の受審状況を確認するための書類 

監査証明の例 
 
 

独立監査人の監査報告書 
 

令和×年×月×日 
○ ○株式会社  取締役会御中 

 
○ ○ 監査法人 

 
公認会計士 ○○ ○ ○ 印 

 
 

当監査法人は、会社法第４３６号第２項第１号（金融商品取引法第１９３条の２）の規
定に基づく監査証明を行うため、○○株式会社の平成×年×月×日から平成×年×月×日
までの第×期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。この計算書類の作成
責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から計算書類及びその附属明細書に
対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は当該監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽がない
かどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経
営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することを含んでいる。当監
査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 
 

① 無限定適正意見の文例 
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥

当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期
間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。 

 
② 限定付適正意見の文例 

会社は、・・・・・について、・・・・・の計上を行っていない。我が国において一
般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従えば・・・・・・を計上する必要がある。
この結果、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ○○百万円過大に、当期
純利益は○○百万円過大に表示されている。 
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、上記の除外事項を除き、我が

国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及び
その附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表
示しているものと認める。 

 
③ 不適正意見の文例 

会社は、・・・・・について、・・・・・の計上を行っていない。我が国において一
般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従えば・・・・・・を計上する必要がある。
この結果、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ○○百万円過大に、当期
純利益は○○百万円過大に表示されている。 
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、上記の除外事項が計算書類及

び附属明細書に与える影響の重要性にかんがみ、我が国において一般に公正妥当と認め
られる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産
及び損益の状況を適正に表示していないものと認める。 

 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき

利害関係はない。 
以上 
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項番６０ 監査の受審状況を確認するための書類 

会計参与報告書の文例 

 

 

令和×年×月×日 

会計参与報告 

 
○ ○株式会社  会計参与 ○○○○ 印 

 
１  私と○○株式会社は、会計参与の職務の実施に関して下記の合意をした。 

（１） 会社は私に対し、計算書類及びその附属明細書（以下「計算関係書類」という。）

作成のための情報を適時に提供し、私は会社の業務、現況十分理解して取締役と共 

同して計算関係書類を作成すること 

（２） 会社は申述書を私に提出すること 

（３） 私が業務上知り得た会社及びその関係者の秘密を他に漏らし、又は盗用してはなら

ないこと。 

（４） 計算関係書類及び会計参与報告の閲覧・交付の請求に当たっては、株主及び債権者

に対し、あらかじめ会社に閲覧・交付の請求をすることが必要である旨を明らか 

にする適切な方法を会社が講ずること 

 
２  私が○○株式会社の経理担当の取締役の○○○○氏と共同して作成した書類 

○ ○株式会社の令和×年×月×日から令和×年×月×日までの第×期事業年度の計算

関係書類。 

 
３  計算関係書類の作成のための基本となる事項 

（１） 試算の評価基準及び評価方法 

（２） 固定資産の減価償却の方法 

（３） 引当金の計上基準 

（４） 収益及び費用の計上基準 

（５） その他計算関係書類の作成のための基本となる重要な事項 

 
４  計算関係書類の作成のために用いた資料の種類その他計算関係書類の作成の過程及び方

法は次のとおりである。 

総勘定元帳、各種補助簿、棚卸表等 

総勘定元帳等は取締役の責任で作成し、私は「会計参与の行動指針」に従って取締役と

共同して計算関係書類を作成した。 

 
５  計算関係書類の作成のために行った報告の徴収及び調査の結果 

不良資産、陳腐化棚卸資産についての報告を聴取した結果、これらについては適切な

処理が行われており、また簿外債務はない旨の回答を得た。また調査を実施すべき事態

は生じなかった。 

 
６  私が計算関係書類の作成に際して取締役○○○○氏及びその補助者である経理部門担当

者と協議した主な事項は次のとおりである。 

研究開発費の会計処理 

有価証券の時価評価の方法 

以上 
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以下の資格を持つ者が自筆
により記入する。 
 
①公認会計士及び税理士 
 
②１級登録経理試験に合格
した者 

 
項番６０ 監査の受審状況を確認するための書類 

経理処理の適正を確認した旨の書類 
 
様式第２号                        （用紙Ａ４） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

経理処理の適正を確認した旨の書類 

 
 
 
 
 
 
私は、建設業法施行規則第１８条の３第３項第２号の規定に基づく確認を行うため、 

     の令和  年  月  日から令和  年  月  日までの第   期事業年度に

おける計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表

について、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計

の慣行をしん酌され作成されたものであること及び別添の会計処理に関する確認項目の

対象に係る内容について適正に処理されていることを確認しました。 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

        商号又は名称  

    所属・役職 

 

氏 名                                  
 

 
 

以上 
 
 
 

建設業者の商号又は名称、確認
の対象となる決算期の期間と
期を記入 
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項目 内容

全体
　前期と比較し概ね２０％以上増減している科目についての内容を検討する。特
に次の科目については、詳細に検証し不適切なものが含まれていないことを確認
した。
　受取手形、完成工事未収入金等の営業債権
　未成工事支出金等の棚卸資産
　貸付金等の金銭債券
　借入金等の金銭債務
　完成工事高、兼業事業売上高
　完成工事原価、兼業事業売上原価
　支払利息等の金融費用

預貯金 　残高証明書又は預金通帳等により残高を確認している。

　営業上の債権のうち正常営業循環から外れたものがある場合、これを投資その
他の資産の部に表示している。

　営業上の債権以外の債権でその履行時期が１年以内に到来しないものがある場
合、これを投資その他の資産の分に表示している。

　受取手形割引額及び受取手形裏書譲渡額がある場合、これを注記している。

　法的に消滅した債権又は回収不能な債権がある場合、これらについて貸倒損失
を計上し債権金額から控除している。

　取立不能のおそれがある金銭債権がある場合、その取立不能見込額を貸倒引当
金として計上している。

　貸倒損失・貸倒引当金繰入額等がある場合、その発生の態様に応じて損益計算
上区分して表示している。

　有価証券がある場合、売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及
び関連会社株式、その他有価証券に区分して評価している。

　売買目的有価証券がある場合、時価を貸借対照表価格とし、評価差額は営業外
損益としている。

　市場価格のあるその他有価証券を多額に保有している場合、時価を貸借対照表
価格とし、評価差額は洗替方式に基づき、全部純資産直入法又は部分純資産直入
法により処理している。

　時価が取得価格より著しく下落し、かつ、回復の見込みがない市場価格のある
有価証券（売買目的有価証券を除く。）を保有する場合、これを時価で評価し、
評価差額は特別損失に計上している。

　その発行会社の財政状態が著しく悪化した市場価格のない株式を保有する場
合、これについて相当の減額をし、評価差額は当期の損失として処理している。

金銭債権

貸倒損失
貸倒引当金

有価証券

　項番６０関係 経理処理の適正を確認する際の確認項目（経審申請時は添付不要）

建設業の経理が適正に行われたことに係る確認項目
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項目 内容

棚卸資産 　原価法を採用している棚卸資産で、時価が取得原価より著しく低く、かつ、将
来回復の見込みがないものがある場合、これを時価で評価している。

　発注者に生じた特別の事由により施工を中断している工事で代金回収が見込め
ないものがある場合、この工事に係る原価を損失として計上し、未成工事支出金
から控除している。

　施工に着手したものの、契約上の重要な問題等が発生したため代金回収が見込
めない工事がある場合、この工事に係る原価を損失として計上し、未成工事支出
金から控除している。

　前払費用と前払金、前受収益と前受金、未払費用と未払金、未収収益と未収金
は、それぞれ区別し、適正に処理している。

　立替金、仮払金、仮受金等の項目のうち、金額の重要なもの又は当期の費用又
は収益とすべきものがある場合、適正に処理している。

　減価償却は経営状況により任意に行うことなく、継続して規則的な償却を行っ
ている。

　適用した耐用年数等が著しく不合理となった固定資産がある場合、耐用年数又
は残存価額を修正し、これに基づいて過年度の減価償却累計額を修正し、修正額
を特別損失に計上している。

　予測することができない減損が生じた固定資産がある場合、相当の減額をして
いる。

　使用状況に大幅な変更があった固定資産がある場合、相当の減額の可能性につ
いて検討している。

　研究開発に該当するソフトウェア制作費がある場合、研究開発費として費用処
理している。

　研究開発に該当しない社内利用のソフトウェア制作費がある場合、無形固定資
産に計上している。

　遊休中の固定資産及び投資目的で保有している固定資産で、時価が５０％以上
下落しているものがある場合、これを時価で評価している。

　時価のあるゴルフ会員権につき、時価が５０％以上下落しているものがある場
合、これを時価で評価している。

　投資目的で保有している固定資産がある場合、これを有形固定資産から控除
し、投資その他の資産に計上している。

　資産として計上した繰延資産がある場合、当期の償却を適正に行っている。

　税法固有の繰延資産がある場合、投資その他の資産の部に長期前払費用等と
して計上し、支出の効果の及ぶ期間で償却を行っている。

未成工事支出金

経過勘定等

固定資産

繰延資産
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項目 内容

　金銭債務は網羅的に計上し、債務額を付している。

　営業上の債務のうち正常営業循環から外れたものがある場合、これを適正な科
目で表示している。

　借入金その他営業上の債務以外の債務でその支払期限が１年以内に到来しない
ものがある場合、これを固定負債の部に表示している。

未成工事受入金
　引渡前の工事に係る前受金を受領している場合、未成工事受入金として処理
し、完成工事高を計上していない。ただし、工事進行基準による完成工事高の計
上により減額処理されたものを除く。

　将来発生する可能性の高い費用又は損失が特定され、発生原因が当期以前にあ
り、かつ、設定金額を合理的に見積ることができるものがある場合、これを引当
金として計上している。

　役員賞与を支給する場合、発生した事業年度の費用として処理している。

　損失が見込まれる工事がある場合、その損失見込額につき工事損失引当金を計
上している。

　引渡を完了した工事につき瑕疵補償契約を締結している場合、完成工事補償引
当金を計上している。

　確定給付型退職給付制度（退職一時金制度、厚生年金基金、適格退職年金及び
確定給付企業年金）を採用している場合、退職給付引当金を計上している。

　中小企業退職金共済制度、特定退職金共済制度及び確定拠出型年金制度を採用
している場合、毎期の掛金を費用処理している。

　将来発生する可能性の高い費用又は損失が特定され、発生原因が当期以前にあ
り、かつ、設定金額を合理的に見積ることができるものがある場合、これを引当
金として計上している。

　役員賞与を支給する場合、発生した事業年度の費用として処理している。

　損失が見込まれる工事がある場合、その損失見込額につき工事損失引当金を計
上している。

　引渡を完了した工事につき瑕疵補償契約を締結している場合、完成工事補償引
当金を計上している。

　法人税、住民税及び事業税は、発生基準により損益計算書に計上している。

　法人税等の未払額がある場合、これを流動負債に計上している。

　期中において中間納付した法人税等がある場合、これを資産から控除し、損益
計算書に表示している。

消費税 　決算日における未払消費税等（未収消費税等）がある場合、未払金（未収入
金）又は未払消費税等（未収消費税等）として表示している。

金銭債務

引当金

退職給付債務
退職給付引当金

その他の引当金

法人税等
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項目 内容

　繰延税金資産を計上している場合、厳格かつ慎重に回収可能性を検討してい
る。

　繰延税金資産及び繰延税金負債を計上している場合は、その主な内訳等を注記
している。

　過去３年以上連続して欠損金が計上されている場合、繰延税金資産を計上して
いない。

純資産 　純資産の部は株主資本と株主資本以外に区分し、株主資本は、資本金、資本剰
余金、利益剰余金に区分し、また、株主資本以外の各項目は、評価・換算差額等
及び新株予約権に区分している。

　収益及び費用については、一会計期間に属するすべての収益とこれに対応する
すべての費用を計上している。

　原則として、収益については実現主義により、費用については発生主義により
認識している。

　適正な工事収益計上基準（工事完成基準、工事進行基準、部分完成基準等）に
従っており、工事収益を恣意的に計上していない。

　引渡の日として合理的であると認められる日（作業を結了した日、相手方の受
入場所へ搬入した日、相手方が検収を完了した日、相手方において使用収益がで
きることとなった日等）を設定し、その時点において継続的に工事収益を計上し
ている。

　建設業に係る収益・費用と建設業以外の兼業事業の収益・費用を区分して計上
している。ただし、兼業事業売上高が軽微な場合を除く。

　工事原価の範囲・内容を明確に規定し、一般管理費や営業外費用と峻別のうえ
適正に処理している。

　工事進行基準を適用する工事の範囲（工期、請負金額等）を定め、これに該当
する工事については、工事進行基準により継続的に工事収益を計上している。

　工事進行基準を適用する工事の範囲（工期、請負金額等）を注記している。

　実行予算等に基づく、適正な見積り工事原価を算定している。

　工事原価計算の手続きを経た発生工事原価を把握し、これに基づき合理的な工
事進捗率を算定している。

　工事収益に見合う金銭債務「未成工事受入金」を減額し、これと計上した工事
収益との減額がある場合、「完成工事未収入金」を計上している。

受取利息配当金 　協同組合から支払いを受ける事業分量配当金がある場合、これを受取利息配当
金として計上していない。

支払利息 　有利子負債が計上されている場合、支払利息を計上している。

収益･費用の計上
（全般）

工事収益・
工事原価

工事進行基準

税効果会計
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項目 内容

　共同施工方式のＪＶに係る資産・負債・収益・費用につき、自社の出資割合に
応じた金額のみを計上し、ＪＶ全体の資産・負債・収益・費用等、他の割合によ
る金額を計上していない。

　分担施工方式のＪＶに係る収益につき、契約金額等の自社の施工割合に応じた
金額を計上し、ＪＶ全体の施工金額等、他の金額を計上していない。

　ＪＶを代表して自社が実際に支払った金額と協定原価とが異なることに起因す
る利益は、当期の収益または未成工事支出金のマイナスとして処理している。

　重要な会計方針に係る事項について注記している。
　　資産の評価基準及び評価方法
　　固定資産の減価償却の方法
　　引当金の計上基準
　　収益及び費用の計上基準

　会社の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項を注記してい
る。

　当期において会計方針の変更等があった場合、その内容及び影響額を注記して
いる。

ＪＶ

個別注記表
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ここに記載されている金額を、項番６３「研

究開発の額」欄へ。改正前の様式で財務諸表

を作成している場合は、有価証券報告書を提

示すること。 

項番６３ 研究開発の状況を確認するための書類 

     注記表 

 

様式第十七号の二（第四条、第十条、第十九条の四関係）        （用紙Ａ４） 

注  記  表 

自 令和  年  月  日 

至 令和  年  月  日 

（会社名）          

注 

１ 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

２ 重要な会計方針 

(1) 資産の評価基準及び評価方法 

(2) 固定資産の減価償却の方法 

(3) 引当金の計上基準 

(4) 収益及び費用の計上基準 

(5) 消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理の方法 

(6) その他貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表作成のための基本となる

重要な事項 

３ 貸借対照表関係 

(1) 担保に供している資産及び担保付債務 

① 担保に供している資産の内容及びその金額 

② 担保に係る債務の金額 

(2) 保証債務、手形遡及債務、重要な係争事件に係る損害賠償義務等の内容及び金額 

(3) 関係会社に対する短期金銭債権及び長期金銭債権並びに短期金銭債務及び長期金銭債務 

(4) 取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する金銭債

権及び金銭債務 

(5) 親会社株式の各表示区分別の金額 

４ 損益計算書関係 

(1) 工事進行基準による完成工事高 

(2) 「売上高」のうち関係各社に対する部分 

(3) 「売上原価」のうち関係会社からの仕入高 

(4) 関係会社との営業取引以外の取引高 

(5) 研究開発費の総額（会計監査人を設置している会社に限る。） 

５ 株主資本等変動計算書関係 

(1) 事業年度末日における発行済株式の種類及び数 

(2) 事業年度末日における自己株式の種類及び数 

(3) 剰余金の配当 

(4) 事業年度末において発行している新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

６ 税効果会計 

７ リースにより使用する固定資産 
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項番６４　建設機械の所有及びリース台数
　　　　　 売買契約書　見本
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項番６４　建設機械の所有及びリース台数
　　　　　 リース契約書　見本
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項番６４　建設機械の所有及びリース台数

　　　　　 特定自主検査記録表　見本

　機械によって、様式が異なります。

　労働安全衛生法に基づき義務づけられているもので、車検とは異なりますのでご注意下さい。

　詳しくは、機械の購入先や（公社）建設荷役車両安全技術協会（建荷協）青森支部

　（電話　017-765-5432）へご確認ください。

 移動式クレーン検査証

つり上げ荷重が３ｔ以上

審査基準日が有効期間内に

含まれること

評価対象は「移動式クレーン」のみ「クレーン」（固定式クレーン）は対象外
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項番６４　建設機械の所有及びリース台数
 特定自主検査実施時期証明書　見本

※新車で購入時に、購入先より発行されるものです。

　

証明者 印
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項番８２ 登録基幹技能者を確認するための書類 

      登録基幹技能者講習修了証 

 

様式第二十五号の八（第十八条の八関係） 

    

 

   

 

 

※ここに基幹技能者の実務を有する業種名が表示される。ここに記

載された業種で経審の申請があった場合のみ加点評価される。 

修了年月日が審査基準日以前で
あるもの 
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項番８２ レベル３技能者又はレベル４技能者を確認するための書類 

     能力評価（レベル判定）結果通知書 

 

能力評価（レベル判定）結果通知書 

 

技能者氏名 殿 

 

 

 能力評価（レベル判定）の結果、貴殿を鉄筋技能者レベル３として認定します。 

 

 

 

  【申請者氏名】  建設 太郎 

 

  【技能者ＩＤ】  12345678901234 

 

【生年月日】   ○○年○月○日 

 

  【職種(呼称）】  鉄筋 

 

  【評価年月日】  2020 年 12 月 6 日 

 

  【評価結果】  レベル３ 

 

 

 

2020 年 12 月 6 日 

鉄筋技能者能力評価実施機関 
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項番８２ 技術者が取得したＣＰＤ単位数を確認するための書類 

ＣＰＤ単位取得実績証明書の例 
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